
令和７（2025）年 6月 10日付け森整第 219号（朱書、下線部が改正箇所） 

栃木県治山事業設計細部基準（公表用） 新旧対照表 

改正（令和７（2025）年 6月 10日以降起工伺いの工事） 現行（令和７（2025）年 4月 10日以降起工伺いの工事） 備考 
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Ⅱ 設計積算 

３．コンクリート 

（７）木製残存型枠工（軽量鋼製枠複合式） 

③   

設置歩掛（100㎡当たり）             撤去歩掛（100㎡当たり） 

土木一般世話役    2.40 人       土木一般世話役    1.20 人 

型枠工        4.50 人    型枠工            2.25 人 

普通作業員（山林砂防工） 8.50 人    普通作業員（山林砂防工） 4.25 人 

諸雑費       15.0  ％      諸雑費        7.5  ％ 

内部支持材     100.0  ㎡ 

平割材        4.8  ㎥ 

 

※リフト高２ｍまでの歩掛となるため、２ｍを越える場合は見積

対応となる。 

※設置の諸雑費率は、組立支持材（セパ鉄筋）及び電気ドリル、電動ノコ

ギリ損料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた

金額とする。 

※撤去の諸雑費率は、型枠材（平割材）の解体に使用する電動ノコギリ等

損料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

とする。 

 

（以下、略） 

 

Ⅱ 設計積算 

３．コンクリート 

（７）木製残存型枠工（軽量鋼製枠複合式） 

③   

設置歩掛（100㎡当たり）             撤去歩掛（100㎡当たり） 

土木一般世話役    2.40 人       土木一般世話役    1.20 人 

型枠工        4.50 人    型枠工            2.25 人 

普通作業員（山林砂防工） 8.50 人    普通作業員（山林砂防工） 4.25 人 

諸雑費       15.0  ％      

内部支持材     100.0  ㎡ 

平割材        4.8  ㎥ 

 

※リフト高２ｍまでの歩掛となるため、２ｍを越える場合は見積

対応となる。 

※諸雑費率は、組立支持材（セパ鉄筋）及び電気ドリル、電動ノコギリ損

料、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額と

する。 

 

 

 

 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

撤去歩掛の見積

結果 

 


